
未来あんしんサポート事業

川崎市社会福祉協議会

川崎市内在住の高齢者等であって、支援を受けられる親族がなく、生前の
定期確認を含め、逝去後の葬儀・埋葬、各種届出及び遺言執行等の終活支援を
希望する方に対して、本会との契約によって、人生の最後を安心して過ごせる
よう支援する事業です。

川崎市未来あんしんサポート事業　よくある質問

パンフレットの「利用できる人は？」のところで「支援可能な親族がいないこと」とされて
いますが、どのような範囲ですか？
A1 子や孫（直系卑属）がいるときは、川崎市未来あんしんサポート事業（以下「本事業」という。）の利用対象

外です。ただし、子や孫がいても長期間にわたり音信不通であるとか子や孫に障害があること等によっ
て葬儀や埋葬への支援を得ることが期待できない場合はご相談ください。

公正証書遺言の作成に費用は必要でしょうか？

A8公証役場の手数料や立会人の費用が必要です。作成を支援する弁護士や司法書士を紹介することができます。
支援を依頼するときは報酬が必要です。

遺言執行者になってもらえる人がいません。誰か紹介してもらえますか？

A9公正証書遺言の作成支援を含めて弁護士や司法書士の紹介ができます。

公正証書遺言を既に作成しています。このままでよいでしょうか？

A7 あらためて公正証書遺言を作成する必要はありません。ただし、本会と本事業の契約を締結したことに
ついて遺言執行者との打ち合わせが必要です。

葬儀・埋葬に備えて葬儀社に互助会の積立を行っています。解約をして社会福祉協議会に預託
金を納める必要がありますか？
A5 解約の必要はありません。互助会の内容で葬儀・埋葬を行うことができますので、ご相談ください。この

場合、積立金を預託金に代えることはできますが、事務管理費の負担は別途必要です。

公正証書遺言の作成は必須ですか？ 自筆証書遺言では認められませんか？

A6 公正証書遺言は公証役場で証人 2名以上の立会人のもと、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人が
筆記したものに遺言者と証人とが署名捺印して原本を公証役場で保管するものです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は様式から少しでも外れてしまうと法的に無効になるリスクのある方式
です。公正証書遺言は最も安全な方法ですので公正証書遺言の作成をお願いしています。
なお、公正証書遺言の作成にあたっては遺言執行者を指定してください。

預託金はいくら必要ですか？ どのように決めるのですか？？
A3 希望する葬儀・埋葬の内容に応じて額は異なります。額は葬儀社による見積により決定します。見積額が

30万円を下回る場合でも最低30万円を預けていただきます。葬儀・埋葬を行った結果、余剰金が生じた
ときは遺言執行者へ返還します。

預託金の分納はできますか？

A4分納はできません。一括納付となります。

パンフレットの「利用できる人は？」のところで「契約能力があること」とされていますが、
契約能力とは何ですか？
A2 本事業を利用するときは川崎市社会福祉協議会と契約を締結していただきます。この契約の内容や結果

を理解して自分自身で判断できる能力のことです。
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社会福祉法人川崎市社会福祉協議会
川崎市あんしんセンター

〒211-0053
川崎市中原区上小田中 6-22-5総合福祉センター（エポックなかはら）6階
TEL044-739-8727　FAX044-739-8738

富士通 K.K コンビニ

JR南武線

連絡通路

交番

郵便局

南武沿線道路

◀至武蔵溝ノ口（登戸駅方向） 至武蔵小杉（川崎駅方向）▶

武蔵中原駅
中原街道

川崎市社会福祉協議会
（エポックなかはら）

●お問い合わせ先

川崎市未来あんしんサポート事業担当

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）



利用（契約）までの流れ

川崎市未来あんしんサポート事業の利用対象者チェックリスト

すべての項目が「はい」の場合でも、必ず利用できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

川崎市社会福祉協議会では、葬儀・埋葬を託す親族がなく自身では逝去後の準備ができない
方の終活を支援する事業として「川崎市未来あんしんサポート事業」を実施します。
次のチェックリストの回答で、すべての項目が「はい」の場合は、事業の利用対象者に該当
する可能性があります。利用を希望される方は、裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。

● 契約締結時までに相続や財産処分等について公正証書遺言を作成していただきます。また、公正証書遺言の中で遺言執行者を指定して
いただく必要があります。作成を支援する弁護士または司法書士を紹介できます。公正証書遺言の作成には費用が掛かります。詳細は
相談のときに説明させていただきます。

● 争議があるときは本事業に影響がないことが必要です。親族間の相続等について係争中の場合は確定後にご相談ください。

● 詳細は相談のときに説明させていただきます。

本会へご連絡ください。
TEL.044-739-8727
面接の日程を調整させて
いただきます。

相談受付

あらかじめ調整した日時に本会へ
お越しください。本会職員が相談に
乗らせていただき、制度の概要を
ご説明させていただきます。

面　接

面接の結果、本事業の利用を希望される
場合は申込書を提出していただきます。
その後、相談者の逝去後の葬儀や埋葬等に
ついて詳しくご希望をお聞きします。
申込書の提出の時点では契約の締結では
ありません。
面接は、複数回行う場合があります。

申し込み

対象者としての条件を満たしているか
確認します。条件を満たしていれば、
相談者と本会とで具体的な支援内容を
検討します。

支援内容の検討

公証役場で公正証書遺言を作成して
いただきます（遺言執行者の指定を
含む） 。作成を支援する弁護士や司法
書士を紹介することができます。公正
証書遺言作成の費用は相談者の負担と
なります。

公正証書遺言の作成

相談者と本会とで本事業
の契約を締結します。

契　約

次の条件の全てに該当する方を対象者とします。
❶ 川崎市内在住で原則 65歳以上であること。
❷ 葬儀や埋葬にあたって支援可能な親族がいないこと。
❸ 生活保護を受けていないこと。
❹ 葬儀・埋葬に必要な預託金を納められること。
❺ 入会金、年会費、事務管理費を納められること。
❻ 公正証書遺言により遺言執行者を指定できること。
（作成を支援する弁護士や司法書士を紹介できます。公正証書遺言の作成には費用が必要です。）

❼ 争議があるとき本事業の契約に影響がないこと。
❽ 契約能力があること。

利用できる人は？

■ 入会金　20,000円　　■ 年会費　9,600円（年度途中に加入の場合は月割計算となります。）

■ 預託金（葬儀・埋葬の費用として）300,000円以上必要です。

■ 事務管理費　預託金の10％
※希望に応じて有償で提供するサービスがあります。　※預託金以外は別途消費税が必要です。

費用は？

■ 年齢は65歳以上である。 は　い いいえ

は　い いいえ

は　い いいえ

は　い いいえ

※65歳未満であっても疾病により余命宣告を受けている場合等はご相談ください。

※子や孫などの親族がいても、何らかの事情（長期間にわたり音信不通、子や孫に
　障害がある等）があって支援が得られない場合はご相談ください。

※最低でも300,000円（金額は希望する葬儀や埋葬の規模等による）必要です。
※この他、入会金、年会費、事務管理費が必要です。

■ 川崎市内に住んでいる。

■ 葬儀や埋葬にあたって支援を得られる親族がいない。

■ 葬儀や埋葬に必要な預託金を納めることができる。

サービス内容は？

●社会福祉法人川崎市社会福祉協議会とは？

社会福祉協議会とは、それぞれの市町村で、地域住民や民生委員・児童委員の他、社会福祉施設・社会
福祉法人等の社会福祉関係者の参加や支援により、「福祉のまちづくり」の実現をめざして様々な活動を行っ
ている団体です。
川崎市においては、「第 5期地域福祉活動推進計画」を策定し、「みんなで支え合い、ともに安心して、その

人らしく暮らせる、川崎のまちづくり」の実現を目指して活動しています。
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